
 大学連携研究プロジェクト事業研究業務委託契約書 （案） 

 
滋賀県知事 三日月 大造（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、大学連携研究プロ

ジェクト事業研究業務について、次のとおり委託契約を締結する。 

 

 （研究項目） 

 （１）研究題目等 ＜研究名称＞ 

 （２）研究目的及び内容 別記２のとおり 

 

（契約の目的） 

第１条 甲は、本契約書および別添の「令和７年度大学連携研究プロジェクト事業研究業務委託に係る業務委託

仕様書」（以下「仕様書」という。）および別記２に基づき、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

２ 乙は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、または本契約の目的である成果物を履行

期間の満了までに甲に納入し、甲は乙にその代金を支払うものとする。 

 

（善管注意義務） 

第２条 乙は、委託業務の遂行に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意

をもってしなければならない。 

 

（履行期間） 

第３条 本契約に定める履行期間は、契約締結の日から令和８年（2026年）３月２日までとする。 

 

（委託料） 

第４条 委託業務に対する委託料の総額は、金      円 

（うち消費税および地方消費税の額 金      円）とする。 

 

（委託料内訳書） 

第５条 甲が必要があると認めるときは、乙は委託料内訳書を提出しなければならない。 

２ 委託料内訳書には、甲が指定した内容を記載するものとする。 

３ 委託料内訳書は、甲および乙を拘束するものではない。 

 

（帳簿等の整理） 

第５条の２ 乙は、本業務の実施に要した直接経費を明らかにするため、本業務に関する独立した帳簿を常に整

備し、支出の証拠書類とともに、本契約終了後５年間保管するものとする。 

２ 乙は、甲から帳簿及び証拠書類の提出の申し出があった場合、これに応じなければならない。 

 

（契約保証金） 

第６条 契約保証金は、免除する。 

 

（成果物および検査、引渡し） 

第７条 甲は、委託業務に係る成果物（以下「成果物」という。）の納入があった場合には、その日から起算して

１０日以内に検査を行う。甲は、必要があると認める場合には、第三者に委託して検査を行うことができる。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、成果物の納入前に検査を行うことができる。この場合において、前項後

段の規定はこれを準用する。 

３ 第１項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しは完了し、その所有権は、甲に移転する。 



 

（委託料の請求および支払） 

第８条 乙は、前条に規定する検査の合格の通知を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、乙から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。 

３ 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して前項の支

払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第

１項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。  

４ 前金払および部分払は、これを行わない。 

 

（履行期間終了後の物品の取扱い） 

第８条の２ 甲は、乙が本業務のために取得した物品について、原則として履行期間終了後遅滞なく当該物品を

乙に譲渡し、乙は本業務において実施した研究の発展のため当該物品を使用するものとする。ただし、甲が継

続使用または処分を行う場合は、この限りでない。 

 

（履行期間の延長） 

第９条 乙は、履行期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報

告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰することができないときは、甲は、

相当と認める日数の履行期間の延長を認めるものとする。 

 

（履行遅滞の違約金） 

第１０条 前条の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰すべきもので、履行期間後に

完了する見込みがあると認めるときは、甲は違約金を付して履行期間を延長することができる。 

２ 前項の違約金は、委託料に対して履行期間の翌日から履行した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防

止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額とする。 

 

（権利義務の譲渡禁止） 

第１１条 乙は、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。

ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（損害賠償） 

第１２条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常

かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地

変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれ

ないものとする。 

 

（補償） 

第１２条の２ 本業務により研究者等の負傷、疾病、傷害又は死亡に対する補償は、当該研究者等が所属する契

約当事者が行うものとする。 

２ 本業務の過程で生じた施設・設備等の損傷又は損耗の修補責任は、当該施設・設備等を管理する契約当事者

が負うものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第１３条 第７条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）

が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引渡し（以下「修補等」という。）



を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知った時か

ら１年以内に乙に対して通知した場合に限る。 

２ 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて

代金の減額を請求することができる。 

３ 前２項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。 

 

（契約内容の変更） 

第１４条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または成果物の納入を中止させることができる。

この場合において、履行期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれ

を決めるものとする。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の賠償額は、甲乙協議して定める。 

 

（甲の解除権） 

第１５条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。 

(1) 乙が、契約の履行期間内または履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。 

(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。 

(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の２第１項の規定による監督また

は検査の執行を妨げたとき。 

(4) 乙が、建設業法（昭和24年法律第100号）の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消された

ことについて通知を受けたとき。 

(5) 乙が、本契約の入札等に当たり談合その他の不正の行為をしたとき。 

(6) 乙、乙の役員等（乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された

代理人をいう。）または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）であると認められるとき。 

イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団

または暴力団員を利用していると認められるとき。 

エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に

暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。 

オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると

認められるとき。  

（7） 乙が、本契約の履行に関し不正または不当な行為を行ったとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）ま

たは契約条項に違反したとき。 

２ 乙は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を

違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。 

 

（乙の解除権） 

第１６条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。 

(1) 第１４条の規定により、甲が成果物の納入または委託業務の履行を中止させようとする場合において、そ

の中止期間が３か月以上に及ぶとき、または契約の履行期間の２分の１以上に及ぶとき。 

(2) 第１４条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、委託料が３分の２以上減少する



こととなったとき。 

(3) 甲が契約に違反したため、成果物の納入または委託業務の履行が不可能になったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなけれ

ばならない。賠償額は甲乙協議して定める。 

 

（契約解除の場合における既納物件の取扱い） 

第１７条 第１５条第１項または前条第１項の規定により契約を解除した場合において、成果物の納入または委

託業務の履行部分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを

受けることができる。 

 

（再委託の禁止） 

第１８条 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、乙は、

あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、委託業務の一部を第三者に委託し、また

は請け負わせること（以下「再委託」という。）ができる。 

２ 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書

の提出を請求することができる。 

３ 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。 

 

（業務実施体制等） 

第１９条 乙は、委託業務の実施に係る責任者および従事者を定めて実施体制を確立するものとし、責任者およ

び従事者の所属、氏名および連絡先を明記した実施体制表を甲に通知するものとする。また、実施体制に変更

があった場合は速やかに報告するものとする。 

２ 乙は、再委託に係る甲の承認を得た場合は、再委託先についても実施体制表に含めるものとする。 

 

（業務従事者の労務管理） 

第２０条 委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指示、労務管理および安全衛生等に関する一切の指揮命令

は、乙が行うものとする。なお、作業場所が甲の事務所内になる場合の乙の従事者に係る服務規律等について

は、甲と乙が協議の上決定する。ただし、この場合にあっても、委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指

揮命令は、乙が行うものとする。 

 

（検査、監督） 

第２１条 甲は、必要があると認める場合には、乙の委託業務に対する検査、監督または委託業務の実施に係る

指示を行うことができる。 

２ 乙は、前項の検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。 

 

（進捗状況等の報告） 

第２２条 乙は、甲から委託業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場合には、甲が指示す

る方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第２３条 乙は、本契約による委託業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱特記事項（別

記）を守らなければならない。 

２ 前項の規定は、第１８条の規定による再委託を行う第三者（以下「再委託先」という。）において準用する。 

 

 



（不当介入があった場合の通報・報告義務） 

第２４条 乙は、本契約の履行に当たり第１５条第１項第６号アからカまでのいずれかに該当すると認められる

者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。 

 

（事故等の報告） 

第２５条 乙は、委託業務における事故の発生またはそのおそれがあること（以下「事故等」という。）を知った

ときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅

滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書面にて提出しなければならない。 

２ 乙は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個

人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに

甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。 

 

（著作権、特許権等の取扱い） 

第２６条 乙は、委託業務の履行または成果物において、第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害し

ないよう合理的な措置を講じなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合

は、この限りでない。 

２ 本契約により作成される成果物の著作権の取扱いについては、著作権法（昭和４５年法律第４８号）に定め

るほか、次に掲げる事項を行うものとする。 

 (1) 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合には、甲が特に当該著作物の使用を指示したと

きを除き、乙は、当該著作権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うこと。なお、この場合は、

事前に甲の承認を得ること。 

 (2) 乙は、委託業務の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の

原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、自らの負担と責任において一切を処理すること。なお、甲は、紛争

等の事実を知ったときは、速やかに乙に通知すること。 

(3) 本契約における成果物の著作権（著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。）は、第４条に定め

る委託料が支払われたときに乙から甲に譲渡されるものとする。 

(4) 乙は、甲および甲が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。 

 

（知的財産権の帰属） 

第２６条の２ 本業務の過程において、乙が特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象と

なるものについてはその考案、意匠権、回路設置利用権、著作権の対象となるもの、及び成果有体物について

はその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるものについてはその

案出（以下「発明等」という。）を行ったことにより生じた知的財産権を甲は乙から譲り受けないものとする。

ただし、乙が当該知的財産権を放棄した場合はこの限りでない。 

 

（法令等の遵守） 

第２７条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。 

 

（管轄裁判所） 

第２８条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とする。 

 

（危険負担） 

第２９条 成果物の引渡し前に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害

は、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。 



２ 成果物の引渡し後に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、乙

の責めに帰すべき場合を除き、甲の負担とする。 

 

（運搬責任） 

第３０条 提供資料および納入すべき成果物の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。 

 

（契約費用） 

第３１条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（作業時等の自動車の使用） 

第３２条 乙は、甲の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励

行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。 

 

（その他） 

第３３条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則に定めるところによるものとする。 

２ 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、

甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。 

 

 

 

 

この契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保管するものとする。 

 

 

 

 

令和７年（2025年）○月○日 

 

 

                 甲 

                   滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

                   滋賀県知事 

                        三 日 月  大 造          

 

 

                 乙 

                   ○○○○○ 

                   ○○○ 

                        ○○ ○○ 

      



別記                                         
 個人情報取扱特記事項                              
 （個人情報の取扱い）                              
第１ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う適正に行わなければならない。 
 （秘密の保持） 
第２ 乙は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。                

２ 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。  
   （安全確保の措置）                               
第３ 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざん

してはならない。乙自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。 
  （取得の制限）                             
第４ 乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で

適法かつ適正な方法により行わなければならない。           
  （目的外利用および提供の禁止）                              
第５  乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使

用し、または第三者に提供してはならない。              
  （複写、複製の禁止）                              
第６ 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の

承諾なしに複写し、または複製してはならない。            
  （資料等の返還等）                               
第７ 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡され、または乙自らが取得し、もしくは作

成した個人情報が記録された資料等は、甲の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄

しなければならない。 
 （委託業務に従事する者への周知および監督） 
第８ 乙は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を

第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事

項を周知しなければならない。  
２ 乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適

切な監督を行わなければならない。 
 （調査および報告） 
第９ 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必

要に応じて随時に調査をすることができる。 
２ 乙は、甲の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。 
 （指示）                       
第 10 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるとき

は、乙に対して必要な指示を行うことができる。 
  （事故発生の報告）                               
第11  乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった

場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。 
（契約解除および損害賠償） 
第12  甲は、乙が「個人情報取扱特記事項」の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損

害賠償の請求をすることができるものとする。 
 



（再委託の禁止）                               
第13 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者（第三者である再委託先が委託先の

子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合

も含む。以下同じ。）に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の書面により事前に承

諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、

甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければな

らない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記２ 
 
研究目的及び内容 

 
 

 
 


